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～保護者説明会を開催しました～

令和７年１０月１３日（月・祝）にペガサスホールにおいて、保護者説明会を開催しました。
５９名の保護者の方にご参加いただき、中学校の統合に関する説明と質疑応答を実施しました。

説明内容

〇保護者説明会（第１回）の概要
・中学校統合の目的・経緯等について
・統合の進捗状況について
・主な質問・回答について

〇新中学校に関する情報共有
・目指す学校像について

→「自分らしさを未来へ」～学ぶ、つな
がる、創造する～

・通学方法に関する方針について
→上牧中学校区の生徒は、通学距離に統
合による影響がないため、統合前と同
様、原則徒歩通学。

上牧第二中学校区の生徒で、2.5㎞を
超える通学距離の生徒については、保
護者の同意のもと申請制により、自転
車通学、公共交通バスを利用可能。

・部活動について
→学校部活動は平日のみ、休日は地域ク
ラブで活動。

〇その他
・事前質問への回答
・今後のスケジュールについて

→令和７年１２月に、新入生説明会・制
服採寸・学用品申込を実施予定。
在校生向けの説明会や新校舎見学会を
実施予定（実施時期調整中）。
令和８年１月頃に、新校舎棟や校歌が
完成予定。

主な質問内容
紙面の都合上、一部の内容を集約して掲載しております。

〇制服について

Q現在の制服が小さくなり、買い替えが必要
になった場合、どうすればよいか？

A 引き続き、現在の制服を着用される場合は、
販売店に在庫があれば、購入可能であるが、

新制服への移行に伴い、現在の制服の生産
を終了するため、在庫がない場合には、学
校の制服バンクを利用いただく等の対応に
なると考えている。

〇通学について

Q 通学距離の計測は、どのような基準で行う
のか？

A 安全かつ最短の経路としてご家庭で設定され
た経路の実測値を基準とする。なお、自転
車通学の場合は、滝川の自転車優先道を通
行いただく予定である。

Q 通学距離が2.5㎞以上の場合、自転車や公共
交通バスでの通学が認められるということだ
が、通学距離が2.5㎞未満であっても体調不
良等の場合には利用してよいのか？
A 学校と相談をしていただいた上で、個別対応
をとらせていただくこととなる。

〇部活動について

Q 令和8年4月から部活動地域移行が実施され
るが、どのような方が指導されるのか？

A 地域クラブ活動として指導される方は、地域
で指導をされている方や現在も現役で活動さ
れている方である。また、学校部活動の顧問
の先生が地域クラブの指導者として指導する
場合もある。

Q 地域移行にともない、試合の取扱いはどのよ
うになるのか？

A 種目によって状況が異なるため、詳細が決ま
り次第、公表する。

説明会の内容の詳細や
当日の資料については、
こちらからご覧いただけ
ます。

説明会の様子

ご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。


